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１ 組織概要 

(１) 事業所名   公益財団法人宮崎県環境科学協会 

              理事長 石井 浩二 

              副理事長 田中 保通(エコアクション２１代表者) 

(２) 所在地・連絡先 

本社所在地 〒880－0911 宮崎県宮崎市大字田吉字ヅンブリ 6258 番地 20 

  ＴＥＬ：0985－51－2077 ＦＡＸ：0985－51－2086 

都城事務所 〒885－0012 宮崎県都城市上川東 3-3-10 

           ＴＥＬ：098６－３６－8600 ＦＡＸ：098６－３６－8601 

延岡事務所 〒882－0856 宮崎県延岡市出北 3 丁目 6-6 

             ＴＥＬ：098２－20－2211 ＦＡＸ：098２－20－3322 

  (３) 認証・登録範囲 

    全組織・全活動 

  (４) 目的 

この法人は、環境に係る啓発活動、相談指導、測定分析、調査研究等を行うことに 

より、良好な環境の保全を図り、もって県民の健康増進と生活の向上並びに地域社会 

の持続可能な発展に寄与することを目的とする。 

  (５) 事業規模 

   ① 財務状況(単位：千円) 

   ② 人員数 ８５名(令和４年３月３1 日現在) 
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 (６) 登録・認定等 

種類 登録番号 

濃度計量証明事業登録 環計第３号 

騒音計量証明事業登録 環計第５号 

振動計量証明事業登録 環計第１２号 

土壌汚染対策調査機関(環境大臣) 環２００３－７－２０２６ 

作業環境測定機関登録(宮崎労働局長) ４５‐２ １号３号４号５号 

建築物飲料水水質検査業登録(宮崎県知事) 宮崎県 29 水第 5 号 

建築物空気環境測定業登録(宮崎県知事) 宮崎県 29 空第 4 号 

浄化槽法定検査機関指定(宮崎県知事) 昭和 61 年宮崎県告示 344 号の 2 

エコアクション 21 地域事務局みやざき認定 

(一般財団法人持続性推進機構) 

1－012 

(７) 組織体制 

代表者       理事長   石井 浩二   

代表者       副理事長 田中 保通(エコアクション２１代表者) 

環境管理責任者 専務理事 上山 伸二 

EA21 事務局   主任主事 甲斐 一成 (連絡担当者)  

主事 外室 美穂子 川越 裕美 

    ＥＡ２１事務局   連絡先 0985－51－207７ 

(公財)宮崎県環境科学協会 エコアクション２１推進体制図

【企画管理部】

会計課

【技術部】

環境調査課

【法定検査部】

検査課

          【ＥA21事務局】

         企画管理部 総務企画課

【EA21責任者】

上⼭ 伸⼆ 専務理事兼事務局⻑

総務企画課 業務課 測定業務課

【代表者】

⽯井 浩⼆ 理事⻑

⽥中 保通 副理事⻑(EA21代表者)
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(８) 延床面積・敷地面積 

  ① 延床面積  

本館       1 階 639.95 ㎡ 2 階 224.95 ㎡  合計  864.9 ㎡ 

分析センター 1 階 431.27 ㎡ 2 階 492.12 ㎡  合計 929.39 ㎡ 

附属棟     77.76 ㎡ 

  ② 敷地面積 3831.62 ㎡(1159.07 坪) 

(９) 役割分担表 

代表者

(副理事⻑)

・EA21に関する統括

・課題とチャンスの明確化

・実施体制の構築

・環境経営方針の策定・見直し

・環境経営目標・環境経営計画書を承認

・代表者による全体の評価と見直し

・環境経営レポートの承認

EA21責任者

(専務理事)

・EA21の構築、実施、管理

・環境関連法規等の取り纏め表を承認

・環境経営目標・環境経営計画書を確認

・環境活動の取組結果を代表者へ報告

・環境経営レポートの確認

ＥA21事務局

(総務企画課)

・EA21責任者の補佐業務

・環境負荷の自己チェック及び環境への取組の自己チェックの実施

・環境経営目標、環境経営計画書案の作成

・環境活動の実績集計

・環境関連法規等取り纏め表の作成及び管理

・環境関連の外部コミュニケーションの窓口

・環境経営レポートの作成

・その他EA21に関すること

各部責任者

(各部⻑)

・部における環境経営方針の周知

・部の従業員に対する教育訓練の実施

・試行・訓練を実施、記録の作成

・部の問題点の発見、是正、予防措置の実施

・環境関連法規等の遵守及び管理

全従業員

・環境経営方針の理解と環境への取組重要性を自覚

・環境負荷低減に関する取組実施
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２ 事業概要 

環境に関する保全啓発活動及び測定分析活動を通じて、県民・企業の環境に対する知

識・意識の向上と環境基準の達成状況の確認、並びに品質評価及び改善のための助言・指

導を行うことにより、県民の健康と生活にとって良好な環境保全を目指しています。

(１) 環境保全啓発活動 

  ① 環境みやざき推進協議会事業 

県の委託を受けて、県民・団体事業者等が一体となった活動を促進するため、県民 

への情報発信や、実践の機会を提供し、環境保全の推進を行っています。 

  ② エコアクション２１地域事務局みやざき事業 

   エコアクション２１に取り組まれる事業者様の認証登録に関する手続等を行っています。 

※エコアクション２１とは…環境省が策定した環境マネジメントシステム 

③ 地球温暖化防止活動推進センター事業 

    地域における温室効果ガス排出削減の取組を促進させるために、県民や事業者に対 

して省エネ・省資源などの地球温暖化対策に関する啓発を行い、具体的な実践活動の

取組を促します。 

  ④ 宮崎県環境管理研究会事業 

   環境問題に取り組む企業約 100 社から構成された組織の事務局を運営しています。 

 (２) 環境測定分析活動 

   ① 環境調査・環境アセスメント部門 

    廃棄物処理施設等の生活環境影響評価指針等に則した環境アセスメントの調査・予

測・評価等を行います 

   ② 水質測定分析部門 

     県内の一級河川等の水質調査、土壌、農薬、塗膜等の分析を行います。 

③ 大気測定分析部門 

 ばい煙、ダイオキシン類、有害大気、アスベスト等の分析を行います。 

   ④ 作業環境測定分析部門 

    労働安全衛生法に基づく、粉じん、有機溶剤の測定、溶接ヒューム測定の分析を行

います。 

   ⑤ 浄化槽法定検査部門 

    県内唯一の指定検査機関として法定検査・適正管理啓発を実施しております。 
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３ 環境経営方針 
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４ 環境経営目標 

環境経営目標について、令和 2 年度実績を基準値とし、0.5％ずつ削減目標を掲げ、環境負

荷の軽減を図っていく。 

 なお、協会の会計年度が 4 月～3 月であることから、環境負荷の把握については 4 月から 1

年間としている。

 ① 3 か年計画 

項目
基準値

(R2.4〜R3.3)

令和３年度

(R3.4〜R4.3)

令和４年度

(R4.4〜R5.3)

令和５年度

(R5.4〜R6.3)

電力使用量の削減 (kg-CO₂) 153,434 152,667 151,900 151,133

ガソリン使用量の削減 (kg-CO₂) 127,698 127,059 126,421 125,782

軽油使用量の削減 (kg-CO₂) 3,338 3,321 3,305 3,288

公用車の燃費(km/l) 15 15 15 15

ガス使用量の削減(kg-CO₂) 1,939 1,929 1,920 1,910

削減率(基準値対比) ― 0.50% 1.0% 1.50%

一般廃棄物の削減 (kg) 2,273 2,262 2,250 2,239

産業廃棄物の削減 (kg) 1,881 1,573 1,565 1,557

削減率(基準値対比) ―

水道量の削減 (㎥) 1,766

浄化槽法定検査(11条)実施基数 77,874基 80,000基 80,000基 80,000基

環境啓発イベント・勉強会等

の開催
4回 年5回 年5回 年5回

EA21認証登録事業者数 138件 前年対比＋5件 前年対比＋5件 前年対比＋5件

環境計量測定分析項目数 93,591項目 90,000項目 90,000項目 90,000項目

環境経営目標  (3ヵ年計画)

二酸化炭素の削減

廃棄物の削減

水資源使用量の削減

環境に配慮した生産・販売・提供する製品及びサービスに関する環境配慮

適正管理に努める。

(水質分析と水使用量が比例するため、数値目標を設定せず)

化学物質使用量の削減

毎月の在庫管理、劇物等保管箇所の施錠等、適正管理に努める。

(分析に試薬を使用することから、削減目標を設定せず)
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〇  電力 CO₂排出係数  

本社 リコージャパン 0.441ｋｇ-ＣＯ₂/kWh を使用 

延岡・都城事務所について、九電 0.365ｋｇ-ＣＯ₂/kWh を使用) 

〇  化学物質使用量について、別紙にて使用量を把握 

化学物質使用量について、測定分析事業で使用量が決められており、自らの判断で削減

することができないことから維持管理のみ行う。 

 〇 水使用量について、水質測定分析及び浄化槽法定検査に比例することもあり、削減目標 

は掲げず、適正管理に努めることとする。 

② 令和 3 年度 環境経営目標 
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５ 環境経営計画 

環境経営目標を達成するため、次のとおり手段、責任者及び日程を定める。

手段 責任者 日程

電力使用量の削減 (kg-CO₂)

①WBGT値早見表を活用し空調管理に努める。 各部⻑ 毎月

②休憩時の照明消灯に努める。 各部⻑ 毎月

③ノー残業デー推進による電力消費の抑制に努める。 各部⻑ 毎月

④PC・プリンタ等の不要時の電源OFFに努める。 各部⻑ 毎月

⑤エアコンフィルタの清掃を行う。 総務企画課 年2回

ガソリン・軽油使用量の削減 (kg-CO₂)

①エコドライブの徹底(空ふかし・急発進を行わない) 総務企画課 毎月

LPガスの削減 (kg-CO₂)

①設定温度の適正化に努める。 総務企画課 毎月

②職員一人一人が節減に努めるよう教育訓練を行う。 総務企画課 6月

廃棄物の削減

一般廃棄物の削減 (㎏)

①紙使用量削減のため、電子メールを活用する。 各部⻑ 毎月

②両⾯コピー・⽩⿊印刷の徹底に努める。 各部⻑ 毎月

③廃棄物の分別を行うよう一般教育を行う。 総務企画課 6月

産業廃棄物の削減 (㎏)

①産廃マニフェストを適正に発行する。 総務企画課 毎月

②再生資材を積極的に使用する。 総務企画課 毎月

水資源使用量の削減

①職員一人一人が節水に努めるよう一般教育を行う。 総務企画課 6月

化学物質使用量の削減

①薬品の在庫確認や、劇物等の保管箇所に施錠するなど、適正管理に努める。 技術部⻑ 毎月

環境に配慮した生産・販売・提供する製品及びサービスに関する環境配慮

①事業計画に基づき、適切な事業運営を実施する。 総務企画課 年2回

項目

二酸化炭素の削減
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６ 環境経営目標及び環境経営計画の取組結果 

① 令和 3 年度 環境経営目標 取組結果 

 電気使用量について、空調管理及び節電に努め目標達成できたが、ガソリン使 

用量については車両台数の増加に伴い増加。合計では計画対比 103％と目標達成。 

  廃棄物削減について、職員の意識向上から一般廃棄物については目標達成となった

が、産廃について、鉄くず廃棄による一過性の要因に伴い、目標未達成。 

環境経営目標 令和３年度実績 

項目
基準値

(R2.4〜R3.3)

令和３年度目標

(R3.4〜R4.3)
令和３年度実績 計画対比 目標達成

二酸化炭素の削減

電力使用量の削減 (kg-CO₂) 153,434 152,667 140,749 108% 〇

ガソリン使用量の削減 (kg-CO₂) 127,698 127,059 130,579 97% ×

公用車の燃費(㎖) 15 15 15.8 105% 〇

軽油使用量の削減 (kg-CO₂) 3,338 3,321 4,001 83% ×

ガス使用量の削減(kg-CO₂) 1,939 1,929 1,900 102% 〇

合計 286,409 284,976 277,229 103% 〇

廃棄物の削減

削減率(基準値対比) ―

一般廃棄物の削減 (㎏) 2,273 2,262 1,971 115% 〇

産業廃棄物の削減 (㎏) 1,581 1,573 2,491 63% ×

水資源使用量の削減

削減率(基準値対比) ―

水道料の削減 (㎥) 1,766 ー 1,694 104% ー

浄化槽法定検査(11条)実施基数 77,874基 80,000 78,991 99% ×

環境啓発イベント・勉強会等

の開催
4回 5 6 120% 〇

EA21認証登録事業者数 138件 143 147 103% 〇

環境計量測定分析項目数 93,591項目 90,000 88,856 99% ×

環境に配慮した生産・販売・提供する製品

及びサービスに関する環境配慮

適正管理に努める

0.50%
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②令和 3 年度 環境経営計画 取組結果 

手段 責任者 日程 取組状況

電力使用量の削減 (kg-CO₂)

①WBGT値早見表を活用し空調管理に努める。 各部⻑ 毎月 〇

②休憩時の照明消灯に努める。 各部⻑ 毎月 ◎

③ノー残業デー推進による電力消費の抑制に努める。 各部⻑ 毎月 △

④PC・プリンタ等の不要時の電源OFFに努める。 各部⻑ 毎月 〇

⑤エアコンフィルタの清掃を行う。 総務企画課 年2回 ◎

ガソリン・軽油使用量の削減 (kg-CO₂)

①エコドライブの徹底(空ふかし・急発進を行わない) 総務企画課 毎月 〇

LPガスの削減 (kg-CO₂)

①設定温度の適正化に努める。 総務企画課 毎月 ◎

②職員一人一人が節減に努めるよう教育訓練を行う。 総務企画課 6月 ◎

廃棄物の削減

一般廃棄物の削減 (㎏)

①紙使用量削減のため、電子メールを活用する。 各部⻑ 毎月 〇

②両⾯コピー・⽩⿊印刷の徹底に努める。 各部⻑ 毎月 ◎

③廃棄物の分別を行うよう一般教育を行う。 総務企画課 6月 △

産業廃棄物の削減 (㎏)

①産廃マニフェストを適正に発行する。 総務企画課 毎月 ◎

②再生資材を積極的に使用する。 総務企画課 毎月 〇

水資源使用量の削減

①職員一人一人が節水に努めるよう一般教育を行う。 総務企画課 6月 〇

化学物質使用量の削減

①薬品の在庫確認や、劇物等の保管箇所に施錠するなど、適正管理に努める。 技術部⻑ 毎月 〇

環境に配慮した生産・販売・提供する製品及びサービスに関する環境配慮

①事業計画に基づき、適切な事業運営を実施する。 総務企画課 年2回 〇

◎ よくできた 〇 できた △ できなかった

項目

二酸化炭素の削減



１３ 

③ 環境活動の取組 

(１) 電気使用量削減 

空調については冷気の循環を促すファンの使用や、WBGT 値を使用した適

正な室温管理を行っている。 

    また、昼休憩時の消灯や、PCについて一定時間経過後、省エネモードになる 

設定を行っている。 

 (２) 廃棄物削減 

    廃棄物削減について、毎月の経営会議にて排出量を確認している。 

  紙使用量の削減及びインク使用量削減として、コピーは基本両面白黒でコピー

することを徹底した。古紙やプラについて、リサイクルできるものの分別を行っ

た。 



１４ 

(３) ガソリン使用量削減 

  ガソリン使用量について、毎月の経営会議で燃費使用量を確認し、エコドライ

ブの推進に努めた。また毎月一回、車両の点検を行った。 

(４) 水使用量の削減 

  水使用量については、浄化槽法定検査や水質分析で採取した試料に、水道水か

ら分析に使用する純水を製造し分析を行っている。よって、水道使用量は収益に比

例して増加するため、削減目標は掲げず適正管理に努めている。 

令和 3 年度に、水質分析に使用する希釈装置の入替を行い、試料検体に使用す

る水の量が 400 ㎖から 200 ㎖になったことから水使用量の削減が図れた。 



１５ 

(５) 環境保全啓発活動について 

 ホームページや情報誌での啓発に加え、２年度から実施しているパネルを使用し

たイベントや、オンライン会議ツールを活用しコロナ禍に適した啓発活動を実施し

た。  

○環境の日キャンペーン (6 月 8 日開催)      〇環境ミニフェア(6 月 26 日開催) 

○環境パネル展 2021 (6 月 27 日開催) 

・VR シアター                 ・パネル啓発 

・サスティナブルファッション       〇浄化槽適正管理⼀⻫啓発事業(10 月開催) 



１６ 

〇EA２１導入セミナー (10 月 21 日開催)     ○第 25 回クリーンアップ宮崎 

(11 月 14 日開催) 

〇地球温暖化防止パネル展 2021         〇ノーマイカーデー(6 月、12 月) 

(12 月 6 日開催)  



１７ 

啓発紙 

〇ＥＣＯみやざき 111 号(8 月発行)      〇ＥＣＯみやざき 112 号(10 月発行) 

〇ＥＣＯみやざき 113 号(12 月発行)       〇ＥＣＯみやざき 114 号(2 月発行)  



１８ 

ホームページ啓発 環境ひろば 

 年 2 回、協会ホームページで、環境保全に関する記事を掲載。

〇サスティナブルファッション(10 月)       



１９ 

〇ゼロカーボンドライブ (2 月) 



２０ 

④ 次年度の環境経営目標 



２１ 

⑤ 次年度の環境経営計画 

令和 3 年度に引き続き、環境経営目標達成のため、次の環境経営計画に基づき、 

環境負荷削減を図っていく。 

手段 責任者 日程

電力使用量の削減 (kg-CO₂)

①WBGT値早見表を活用し空調管理に努める。 各部⻑ 毎月

②休憩時の照明消灯に努める。 各部⻑ 毎月

③ノー残業デー推進による電力消費の抑制に努める。 各部⻑ 毎月

④PC・プリンタ等の不要時の電源OFFに努める。 各部⻑ 毎月

⑤エアコンフィルタの清掃を行う。 総務企画課 年2回

ガソリン・軽油使用量の削減 (kg-CO₂)

①エコドライブの徹底(空ふかし・急発進を行わない) 総務企画課 毎月

LPガスの削減 (kg-CO₂)

①設定温度の適正化に努める。 総務企画課 毎月

②職員一人一人が節減に努めるよう教育訓練を行う。 総務企画課 6月

廃棄物の削減

一般廃棄物の削減 (㎏)

①紙使用量削減のため、電子メールを活用する。 各部⻑ 毎月

②両⾯コピー・⽩⿊印刷の徹底に努める。 各部⻑ 毎月

③廃棄物の分別を行うよう一般教育を行う。 総務企画課 6月

産業廃棄物の削減 (㎏)

①産廃マニフェストを適正に発行する。 総務企画課 毎月

②再生資材を積極的に使用する。 総務企画課 毎月

水資源使用量の削減

①職員一人一人が節水に努めるよう一般教育を行う。 総務企画課 6月

化学物質使用量の削減

①薬品の在庫確認や、劇物等の保管箇所に施錠するなど、適正管理に努める。 技術部⻑ 毎月

環境に配慮した生産・販売・提供する製品及びサービスに関する環境配慮

①事業計画に基づき、適切な事業運営を実施する。 総務企画課 年2回

項目

二酸化炭素の削減

令和４年度 環境経営計画に基づき実施した取組内容



２２ 

７ 環境関連法規等の遵守状況 

  環境関連法規の違反及び関係当局より違反等の指摘はありませんでした。 

法規制などの名称 要求事項 遵守状況 法規制などの名称 要求事項

消防法 防火管理者の届出（第８条）
消防用設備の設置（第17条）

土壌汚染対策法 土地の調査（３条、４条）

〇
指定の更新（第32条）

〇
技術管理者の設置（第33条）

〇
変更の届出（第35条）

〇
業務規程（第37条）

〇
毒物及び劇物取締法 特定毒物研究者の許可（6条の2）届出

（第10条） 〇
悪臭防止法 規制基準の遵守義務（第７条）

〇
毒物または劇物の取扱（11条）

〇
測定の委託（第12条）

〇
毒物または劇物の表示（12条）

〇
使用済自動車の再資源化等に関する法律 使用済自動車の引渡義務（８条）

〇
廃棄の制限（15条の2）

〇
再資源化預託金等の預託義務（73条）

〇
事故、紛失、盗難の届出（17条）

〇
特定家庭用機器再商品化法 特定家庭用機器廃棄物に係る管理表（43条）

〇
資源の有効な利用の促進に関する法律 指定再資源化製品の再資源化（第８章）

〇

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 事業者の処理（第12条）

大気汚染防止法 解体等工事に係る調査及び説明等（第18条の15）

〇
特定粉じん排出等作業の作業基準（第18条の14）

〇
事業者の特別管理産業廃棄物に係る処理（第12条

の２）

高圧ガス保安法 移動（第23条）

〇

消費に係る技術基準（24条の５）

〇
危険時の措置及び届出（36条）

〇

マニフェスト伝票の交付、保管（12条の３）

〇

水質汚濁防止法 特定施設等の設置の届出（５条）

〇
交付状況報告書の提出（第12条の3第6項）

〇
排出水の汚染状態の測定等（14条）

〇
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に
関する法律

第一種特定製品の管理者の判断の基準となるべき
事項(16条) 〇

事故時の措置（第14条の２）

〇
第一種特定製品廃棄等実施者の引渡義務（第41
条） 〇

下水道法 使用開始の届出（11条の２）

〇
第一種特定製品廃棄等実施者による書面の交付等
（第43条） 〇

特定施設の設置等の届出（第10条）特定施設の構造等の

変更の届出（第12条の４） 〇
浄化槽法 設置後の水質検査 (7の2条)

〇
放流水の水質の基準（第８条）特定事業場からの下水の
排除の制限（12条の２）水質の測定義務等（12条の12） 〇
報告の徴収（第39条の2）

〇
特定施設の構造等の変更の届出（12条の４）

〇

事故時の措置（第12条の９）

〇

遵守状況

〇

〇

〇



２３ 

８ 代表者による全体評価と見直しの結果 

 (１) 全体の評価 

協会の使命は、環境経営方針にもあるとおり、協会の事業を通じて良好な環境の保 

全を図り、県民の健康増進と生活の向上並びに地域社会の持続可能な発展に寄与する 

ことである。 

 令和３年度は、新型コロナウイルスの影響があったものの、コロナ禍に適した事業運 

営を行い、協会の策定した事業計画に基づき、計画通り実施できた。 

環境保全啓発活動について、令和４年度は地球温暖化防止活動推進センター事業を 

開始することから、従来の啓発活動に加え、温室効果ガス削減等の地球温暖化対策に対 

する啓発を強化し、広く県民に周知を図っていく。 

環境経営目標について、電気使用量や一般廃棄物削減について達成となったが、ガ 

ソリン(軽油含む)使用量や産業廃棄物削減については未達成となった。環境負荷削減 

に対する取組について、全職員が環境経営を実践すべく再度周知していく必要がある。 

 (２) 見直し・指示 

   環境経営方針について、令和３年９月に見直しを行ったばかりであり、引き続き同じ

内容で運用していく。 

環境経営目標及び環境経営計画について、概ね目標達成していることから、見直しし 

た結果、引き続き３か年計画を継続していく。

環境負荷削減について、ISO14001 を取得していた時から取り組んでいたが、一般廃棄

物の分別について、正しく分別されていないこともあり、再度周知するよう指示した。 

   計画策定の時期や見直しについて、次年度は会計年度に合わせて運用することを指 

示した。 

実施体制について、事務局中心に責任者に対し、各担当の役割を認識してもらうよう 

以下のとおり指示した。 

   ・節電、節水、エコドライブの周知を行う。 

   ・職員に対する廃棄物の分別を再度周知徹底する。 

   ・教育訓練等の計画的実施を行う。 

・全職員が環境経営に携わるよう教育訓練を実施していく。 


